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慶生会 リハｂｙデイ豊南 

             

                   「指定通所介護」重要事項説明書 

 

    当事業所は、利用者に対して指定通所介護サービスを提供します。 

  事業所の概要や提供されるサービスの内容、契約上ご注意いただきたいことを次の 

  通りご説明します。 

※当サービスの利用は、原則として要介護認定の結果「要介護」と認定された方が

対象となります。要介護認定をまだ受けていない方でもサービスの利用は可能で

す。 
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１．事業者 

（１）法人名         社会福祉法人  慶生会 

（２）法人所在地     大阪府大阪市生野区巽東四丁目１１番１０号 

（３）電話番号       ０６－６７５８－００８８ 

（４）代表者氏名     理事長 永井  正史 

（５）設立年月       昭和６１年３月２５日 
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２．事業所の概要 

（１）事業所の種類    指定通所介護事業所・令和 4年度 ２月 1日指定  

                      大阪府指定 第 2774009647 

（２）事業所の目的   慶生会リハｂｙデイ豊南は、介護保険法令に従い、利用者がその有

する能力に応じ、可能な限り自立した日常生活を営むことができる

ように支援することを目的とし、通所介護サービスを提供します。 

（３）事業所の名称         慶生会 リハｂｙデイ豊南 

（４）事業所の所在地       豊中市豊南町東 2丁目 10－1 

（５）電話番号             06－6335－0295 

（６）事業所長(管理者)氏名    北村 英樹 

（７）当事業所の運営方針    法人の綱領である「和敬・愛語・感謝」を精神的支柱と 

                          して人と和を重んじ人間の良き関係を求めて社会福祉事業に 

                          邁進し役割を果たす。地域においては、他施設や保健・医療 

                          機関など関連施設との連携を強化しその中心的役割を担い、 

                          地域福祉の向上に努める。 

（８）開設年月            令和 4年 2月１日 

（９）利用定員            40人 

 

３．事業実施地域及び営業時間 

（１）通常の事業の実施地域    

豊中市（豊南地区、高川地区、小曽根地区、北条地区、千成地区、庄内地区、 

野田地区、島田地区、豊島地区）吹田市一部（芳野町、江の木町、豊津町、広芝町、

南金田町、南吹田町、江坂町） 

（２）営業日及び営業時間 

営業日 月～金（祝祭日は営業）※土・日 １２/３１～１/３は休業 

受付時間 月～金   ８：３０～１７：００ 

サービス提供時間 月～金   ９：００～１６：３０ 

 

４．職員の配置状況 

 当事業所では、利用者に対して指定通所介護サービスを提供する職員として、以下の  

職種の職員を配置しています。※職員の配置については、指定基準を遵守しています。 

               職種 
   現員 

（常勤換算） 
指定基準 

１．事業所長（管理者）兼 相談員       1名      1名 

２．介護職員         4名 4名 

３．生活指導員 （管理者兼務）         1名 1名 

４．看護職員         1名 1名 

５．機能訓練指導員         1名           1名 
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<主な職種の勤務体制> 

      職種                      勤務体制 

１．介護職員 勤務時間 ８：３０～１７：００ 

２．看護職員 勤務時間 ９：００～１７：３０ 

☆原則として 2名の看護職員が勤務します。 

 

５．当事業所が提供するサービスと利用料金 

 当事業所では、利用者に対して以下のサービスを提供します。 

当事業所が提供するサービスについて、 

 （１）利用料金が介護保険から給付される場合 

 （２）利用料金の全額をご契約者に負担いただく場合 

があります。 

 

（１）介護保険の給付の対象となるサービス（契約書第 4条参照） 

以下のサービスについては、自己負担割合に応じて利用料金の大部分が介護保険から給

付されます。 

 

①食事の介助（ただし、食事の提供にかかる費用は別途お支払いいただきます。） 

・ 食事の準備、介助を行います。 

・ 栄養士（管理栄養士）の立てる献立表により、栄養並びにご契約者の身体の状況およ

び嗜好を考慮した食事を提供します。 

・ ご契約者の自立支援のため離床して食堂にて食事をとって頂くことを原則としていま

す。 

（食事時間）１２：００～１３：００ 

②排泄 

・ 利用者の身体能力・状況に応じた、排泄介助を行います。 

③日常生活動作訓練  

・ 機能訓練指導員及び看護職員により、利用者の心身等の状況に応じて、日常生活を送

るのに必要な機能の回復又はその減退を防止するための訓練を実施します。 

④送迎 

・ご自宅と施設間の送り迎えを致します。 

☆加算対象サービス 

 以下のサービスは、介護報酬の加算対象となっています。ご利用の際には、加算額を負

担割合に応じ、追加料金としてご負担いただきます。 
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① 個別機能訓練 

・機能訓練指導員によりご契約者の心身などの状況に応じて、個別機能訓練計画を作成し

日常生活を送るのに必要な機能の回復またはその減退を防止するための訓練を実施します。 

 

■ご利用料金の詳細（6時間以上 7時間未満） ■地域加算：10.54 

  要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

 

ご

利

用

単

位

数 

基本サービス（6－7） 584単位 689単位 796単位 901単位 1008単位 
個別機能訓練加算Ⅰイ 56 単位 

個別機能訓練加算Ⅰロ 76 単位 

入浴介助体制加算Ⅰ 40 単位 

サービス提供体制強化加算Ⅱ 18 単位 

介護職員等処遇改善加算Ⅰ 所定単位数の 9.2％を加算 

単位数の合計 718単位 823単位 930単位 1,035単位 1,142単位 

一回当たりの料金 7,567円 8,674円 9,802円 10,908円 12,036円 

 自己負担（1 割） 757円 868円 981円 1,091円 1,204円 

自己負担（2 割） 1,514円 1,735円 1,961円 2,182円 2,408円 

自己負担（3 割） 2,271円 2,603円 2,941円 3,273円 3,611円 

 

② 入浴 

入浴又は清拭を行います。歩行が困難な方でも機械浴槽を使用して入浴することができま

す。 

<サービス利用料金（１回あたり）>（契約書第７条参照） 

 下記の料金表によって、ご契約者の要介護度に応じたサービス利用料金から介護保険給

付費額を除いた金額（自己負担額：利用料金の一割又は、二割）をお支払い下さい。 

 

【月単位で算定する加算項目】 ※ 加算対象項目にチェック 

（ ✓ ）科学的介護推進体制加算 40単位（1ヶ月当たり） 

   LIFEを活用し厚労省へデーターを提出 約 42円 追加となります。 

（ ✓ ）個別機能訓練加算Ⅱ 20単位（1ヶ月当たり） 

   LIFEを活用し厚労省へデーターを提出 約 21円 追加となります。 

（ ✓ ）ADL維持等加算Ⅰ 30単位（1ヶ月当たり） 

   LIFEを活用し厚労省へデーターを提出 約 32円 追加となります 

（   ）生活機能向上連携加算（専門職と共同で計画を作成）100単位（1ヶ月当たり） 

上記介護サービス料金に加え 1 ヶ月分の負担金額は 約 105円 追加となります。 

（   ）口腔機能向上サービスを受けられた方は 300単位（1ヶ月当たり） 

    上記介護サービス料金に加え 1ヶ月分の負担金額は 約 316 円 追加となります。 
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サービスの提供にかかる時間や加算の有無などで料金は変化致します。 

（計算例） 

※ １か月当りのお支払い額 

利用料、利用者負担額（介護保険を適用する場合）とその他の費用の合計）の目安 

 

 

※ ここに記載した金額は、この見積もりによる概算のものです。 

実際のお支払いは、サービス内容の組み合わせ、ご利用状況などにより変動します。 

※ この見積もりの有効期限は、説明の日から 1ヵ月以内とします。 

☆ 利用者がまだ要介護認定を受けていない場合には、サービス利用料金の全額を一旦  

お支払いいただきます。要支援又は要介護の認定を受けた後、自己負担額を除く金額が  

介護保険から払い戻されます（償還払い）。また、居宅サービス計画が作成されていない  

場合も償還払いとなります。償還払いとなる場合、利用者が保険給付の申請を行うため

に必要となる事項を記載した「サービス提供証明書」を交付します。 

☆ 介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて、利用者の負担

額を変更します。 

 

（２）介護保険の給付対象とならないサービス（契約書第５条参照） 

 以下のサービスは、利用料金の全額が利用者の負担となります。 

<サービスの概要と利用料金> 

① 食事の材料の提供 （食費）650円 (喫茶代) 50円 

 利用者に提供する食事の材料費や調理などにかかる費用です。 

  喫茶を希望の方は、お飲み物を提供致します。 

②通常の事業実施区域外への送迎 

通常の事業実施地域以外の地区にお住まいの方で、当事業所のサービスを利用される 

場合は、お住まいと当事業所との間の送迎費用として、5kmごとに 500円を徴収。 

③複写物の交付 

利用者は、サービス提供についての記録をいつでも閲覧できますが、複写物を必要と 

する場合には実費をご負担いただきます。 

1枚につき   10円 

④日常生活上必要となる諸費用実費 

日常生活品の購入代金等利用者の日常生活に要する費用で利用者に負担いただくこと

が適当であるものにかかる費用をご負担いただきます。 

 （例）おむつ代：アテントタイプ 120円    フラットタイプ 80円 

                   尿取りパッド   30円 

                   安心パンツ  Ｍサイズ 170円   Ｌサイズ 180円 

                  リハビリパンツ       150円   など 

お支払い額の概算 円 
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☆経済状況の著しい変化その他やむを得ない事由がある場合、相当な額に変更することが

あります。その場合変更の内容と変更する事由について、事前にご説明します。 

（３）利用料金のお支払い方法（契約書第７条参照） 

前記（１）、（２）の料金・費用は、一ヶ月ごとに計算し、翌月 10日前後からご請求 

致しますので、現金でお支払される方は、翌月初回ご利用時に現金でお支払い下さい。 

各金融機関及びゆうちょ銀行より引落しの方は、指定口座からの引落しになります。 

 

 ※引落し日に関して 

【ゆうちょ銀行、その他金融機関】 

   ※引落し日： 毎月 27日  

但し、引落し日が土日、祝祭日の場合は、翌営業日となります。 

（手数料） 三菱 UFJ銀行：55円 その他銀行(ゆうちょ)：110円 

  

（４）利用の中止、変更、追加（契約書第９条参照） 

○利用予定日の前に、利用者の都合により、通所介護サービスの利用を中止又は変更、

もしくは新たなサービスの利用を追加することができます。この場合にはサービスの

実施日の前日までに事業者に申し出てください。 

○利用予定日の前日までに申し出がなく、当日になって利用の中止の申し出をされた場

合、取消料として下記の料金をお支払いいただきます。但しご契約者の急激な体調変

化等、正当な事由がある場合は、この限りではありません。 

 
  利用予定日の前日 17：30までに 

  申し出があった場合 
              無料 

  利用予定日の前日 17：30までに 

  申し出がなかった場合 
        650円（食費分） 

 

○サービス利用の変更・追加の申し出に対して、事業所の稼働状況により利用者の希望

する期間にサービスの提供ができない場合、他の利用可能日時を契約者に提示して協

議します。 

 

 

６．身元引受人について（契約書第２１条参照） 

   一 身元引受人は、本契約に基づく利用者の事業者に対する一切の責務につき、利用者 

      と連帯してその履行の責任を負います。 

   二 事業者は、利用者が入院を必要とする場合ならびに本契約が終了した場合、身元  

引受人にその旨連絡するものとします。 

   三 利用者は、社会通念上、身元引受人を立てることが出来ないと認められる理由が  

ある場合には、これを立てないことができます。 
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   四 事業者は、身元引受人から希望がある場合には、利用料金の変更、通所介護サービ

ス計画の変更などがあった時には、これを身元引受人にお知らせします。 

 

７．高齢者虐待防止について 

事業者は、利用者等の人権擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な措置

を講じます。 

一 研修等を通じて、従業者の人権意識の向上や知識の向上に努めます。 

二 個別支援計画の作成など適切な支援の実施に努めます。 

三 従業者が支援にあたっての悩みや苦労を相談できる体制を整えるほか、従業者が利用 

   者等の権利擁護に取り組める環境の整備に努めます。 

 

８．事故発生時の対応 

 事業所が利用者に対して行う通所介護サービスの提供により、事故が発生した場合には、

速やかに利用者の家族・市町村に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。また、事

業所が利用者に対して行った通所介護サービスの提供により、賠償すべき事故が発生した

場合には、損害賠償を速やかに行います。 

 

なお、事業者は、下記の損害賠償保険に加入しています。 

【保険会社名】 あいおいニッセイ同和損保 

【保 険 名】 介護保険・社会福祉事業者総合保険 

【 保険内容 】  業務遂行中又は業務の結果に起因する対人・対物損害賠償 

事故対応費用、対人見舞費用からなる。 

 

９．緊急時の対応方法 

 サービス提供中に、利用者の病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主

治の医師へ連絡を行う等の必要な措置を講じるとともに、利用者が以下に指定する連絡先

にも連絡します。緊急時の連絡先を２ヶ所及びかかりつけ医をお知らせ下さい。又、連絡

先の変更がありましたら早急に連絡して下さい。 

利用中に体調が悪くなった場合には家族又は連絡先に連絡させていただいた上でお送り

するか迎えにきていただきます。又、搬送先病院の指定には必ずしも添えません。 

必要な場合に限って関係機関に契約者やその家族等の個人情報を提供します。 
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１０．天災及び悪天候時の営業及び臨時休業 

警報発令に関しては休業とはなりませんが、危険と判断した場合は臨時休業、若しくは

営業中にサービスを中止する場合があります。 

 （１）前日若しくは当日に契約者への連絡を行い、利用の有無の確認を実施します。 

 （２）請求については当日の実績分を請求するものとします。 

 （３）公共機関などがストップし、何らかの理由で職員が出勤できない場合は休業する

場合があります。 

 

１１.苦情の受付について（契約書第２２条参照） 

（１）当事業所における苦情の受付 

    当事業所における苦情やご相談は施設内事務所にて受け付けます。 

○ 苦情受付窓口（担当者：北村 英樹） 

電話番号   06－6335－0295 FAX  06－6335－0299 

     受付時間   毎週月曜日～金曜日 

            ９：００～１７：００ 

 

（２）行政機関その他苦情受付機関 

 

 

 

 

豊中市役所 

福祉部長寿社会政策課 

 

所在地  豊中市桜塚３－１－１ 

電話番号 06－6858－2838 

ＦＡＸ   06－6858－3146 

受付時間  8：45 ～ 17：15 

 

豊中市役所 

話して安心、困りごと相談 

所在地  豊中市桜塚３－１－１ 

電話番号 06－6858－2815 

ＦＡＸ   06－6854－4344 

受付時間  9：00 ～ 17：15 

 

吹田市役所 

介護保険担当課 

 

所在地  吹田市泉町 1－3－40 

電話番号 06－6384－1343 

ＦＡＸ   06－6368－7348 

受付時間  9：00 ～ 17：30 

 

大阪市福祉局 

高齢施策部介護保険課 

 

所在地  大阪市中央区船場中央 3－1－7－331 

電話番号 06－6241－6310 

ＦＡＸ   06－6241－6608 

受付時間  9：00 ～ 17：30 

 

 

国民健康保険団体連合会 

 

所在地  大阪市中央区常盤町 1丁目 3番 8号 

電話番号 06－6949－5418 

ＦＡＸ   06－6949－5417 

受付時間  9：00 ～ 17：00 
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（３）苦情解決の手順 

   苦情又は相談があった場合は、利用者の状況を詳細に把握するため必要に応じ訪問を

実施し、状況の聞き取りや事情の確認を行い、利用者の立場を考慮しながら事実関係

の特定を慎重に行います。相談担当者は、把握した状況を管理者とともに検討を行い、

当面及び今後の対応を決定します。対応内容に基づき、必要に応じて関係者への連絡

調整を行うとともに、利用者へは必ず対応方法を含めた結果報告を行います。 

 

１２.身体拘束について 

事業所は、原則として利用者に対して身体拘束を行いません。ただし自傷他害等のおそれ

がある場合など、利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶ事が考えられる

時は、利用者に対して説明し同意を得た上で、次に掲げることに留意して、必要最小限の

範囲内で行うことがあります。その場合は、身体拘束を行った日時、理由及び態様等につ

いての記録を行います。 

また事業者として、身体拘束をなくしていくための取り組みを積極的に行います。 

 

(１) 緊急性…直ちに身体拘束を行わなければ、利用者本人または他人の生命・身体に

危険が及ぶことが考えられる場合に限ります。 

(２) 非代替性…身体拘束以外に、利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が

及ぶことを防止する事が出来ない場合に限ります。 

(３) 一時性…利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことがなくなっ

た場合は、直ちに身体拘束を解きます。 

 

１３．秘密保持と個人情報の保護 

 事業者及び事業者の使用する者（以下「従業者」という。）は、サービス提供をする上で

知り得た利用者及びその家族の秘密を正当な理由なく、第三者に漏らしません。また、こ

の秘密を保持する義務は、サービス提供が終了した後においても継続します。 

事業者は利用者から予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議において、利用者

の個人情報を用いません。また、利用者の家族の個人情報についても同様のものとします。 

 

１４．サービス提供の記録 

 ①指定通所介護の実施ごとに、サービス提供の記録を行うこととし、その記録は、その

完結した日から５年間保存します。 

 ②利用者は、事業者に対して保存されるサービス提供記録の閲覧及び複写物の交付を請

求することができます
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１５．第三者による評価の実施状況 

実施状況 1. あり 実施日  

評価機関名称  

結果の開示 １ あり   2 なし 

2. なし 

 

 

 

                                                      令和    年    月    日 

 

私は、通所介護サービスの提供の開始に際し、本書面に基づき重要事項の説明を行いま

した。 

    慶生会 リハｂｙデイ豊南 

    説明者職名  生活相談員     氏名   北村 英樹       

 

私は、本書面に基づいて事業者から重要事項の説明を受け、通所介護サービスの提供開

始に同意しました。 

                          利用者住所    

                                氏名                        

 

                          契約者住所       

                               氏名                         

続柄 （           ） 

 

                     身元引受人住所 

                               氏名                             

続柄 （           ） 

 

〔緊急時の連絡先（家族）〕（※常時、繋がり易いご連絡先を記入して下さい。） 

            第一連絡先氏名             （続柄    ） 

                 住所 

                 電話番号  

 

            第二連絡先氏名             （続柄    ） 

                 住所 

                 電話番号     
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〔緊急時の連絡先（医療機関名等）〕 

    主治医：氏名  

        医療機関名        

        所在地 

        電話番号 

 

 

※ この重要事項説明書は、「大阪市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する

基準等を定める条例」（平成２５年３月４日大阪市条例第２６号）に基づき、利用申込者又

はその家族への重要事項説明のために作成したものです。 

 

 

＜重要事項説明書付属文書＞ 

１． 事業所の概要 

（1）建物の構造    鉄骨鉄筋コンクリート造 地上 6階 の内の 1F部分 

（2）建物の延べ床面積   266.44㎡ 

（3）事業所の周辺環境＊日当たり良好、前に公園がある。阪急線・バスも 15分圏内に 

あり、交通便が良い。 

 

２．職員の配置状況 

<配置職員の職種> 

  介護職員… ご契約者の日常生活上の介護並びに健康保持のための相談・助言等を行 

います。 4名の介護職員を配置しています。 

  生活相談員…ご契約者の日常生活上の相談に応じ、適宜生活支援を行います。 

        1名の生活相談員を配置しています。 

  看護職員… 主にご契約者の健康管理や療養上の世話を行いますが、日常生活上の介

護、介助等も行います。１名の看護職員を配置しています。 

  機能訓練指導員…ご契約者の機能訓練を担当します。 

                     １名の機能訓練指導員を配置しています。 

 

 

３．契約締結からサービス提供までの流れ 

（１）ご契約者に対する具体的なサービス内容やサービス提供方針については、「居宅サー

ビス計画（ケアプラン）」がある場合はその内容を踏まえ、契約締結後に作成する「通

所介護計画」に定めます。契約締結からサービス提供までの流れは次の通りです。（契

約書第 3条参照） 
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（２）ご契約者に係る「居宅サービス計画（ケアプラン）」が作成されていない場合のサー

ビス提供の流れは次の通りです。 

介護認定を受けている場合 

 

 

 

 

 

②その担当者は通所介護計画の原案について、ご契約者及びその家族

等に対して説明し、同意を得たうえで決定します。  

※  サービス実施日や加算対象サービスの利用の有無等については、居

宅サービス計画に定められます。  

※  通所介護計画では、居宅サービス計画に沿って、具体的なサービス

内容や援助目標を定めます。  

 

 

 ③通所介護計画は、居宅サービス計画（ケアプラン）が変更された場

合、もしくはご契約者及びその家族等の要請に応じて、変更の必要が

あるかどうかを確認し、変更の必要のある場合には、ご契約者及びそ

の家族等と協議して、通所介護計画を変更いたします。  

①  当事業所の介護支援専門員（ケアマネジャー）に通所介護計画の原

案作成やそのために必要な調査等の業務を担当させます。  

○居宅介護支援事業者の紹介等必要な支援を行います。
○通所介護計画を作成し、それに基づき、ご契約者にサービスを提供します。
○介護保険給付対象サービスについては、利用料金をいったん全額お支払いいただ
きます。（償還払い）

○作成された居宅サービス計画に沿って、通所介護計画を変更し、それに基づき、ご契
約者にサービスを提供します。
○介護保険給付対象サービスについては、介護保険の給付費額を除いた料金（自己負
担額）をお支払いいただきます。

居宅サービス計画（ケアプラン）の作成

④通所介護計画が変更された場合には、ご契約者に対して書面を交付

し、その内容を確認していただきます。  
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②要介護認定を受けていない場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．サービス提供における事業者の義務（契約書第 9条、第 10条参照） 

当事業所では、ご契約者に対してサービスを提供するにあたって、次のことを守ります。 

①ご契約者の生命、身体、財産の安全･確保に配慮します。 

②ご契約者の体調、健康状態からみて必要な場合には、医師又は看護職員と連携のうえ、

ご契約者から聴取、確認します。 

③ご契約者に提供したサービスについて記録を作成し、2年間保管するとともに、ご契約

者又は代理人の請求に応じて閲覧させ、複写物を交付します。 

④ご契約者へのサービス提供時において、ご契約者に病状の急変が生じた場合その他必

要な場合には、速やかに主治医への連絡を行う等必要な処置を講じます。 

⑤事業者及びサービス従事者又は従業員は、サービスを提供するにあたって知り得たご

契約者又はご家族等に関する事項を正当な理由なく、第三者に漏洩しません。（守秘義

務） 

○ 要介護認定の申請に必要な支援を行います 

○ 通所介護計画を作成し、それに基づき、ご契約者にサービスを提供します。 

○ 介護保険給付対象サービスについては、利用料金をいったん全額お支払いいただ  

  きます。（償還払い） 

居宅サービス計画の作成 

○  居宅サービス計画

（ケアプラン）を作成し

ていただきます。必要に

応じて居宅介護支援事業

者の紹介等必要な支援を

行います。 

要介護と認定された場合 

○ 本契約は終了しま

す。 

○ 地域包括支援セン

ター（介護予防支援

事業者）への紹介を

行います。 

 

要支援と認定された場合 自立と認定された場合 

○ 契約は終了しま

す。 

○ すでに実施され

たサービスの利

用料金は全額自

己負担となりま

す。 

 

○作成された居宅サービ

ス計画に沿って、通所

介護計画を変更し、そ

れに基づき、ご契約者

にサービスを提供し 

  ます。 

○介護保険給付対象サー

ビスについては、介護

保険の給付費額を除

いた料金（自己負担

額）をお支払いいただ

きます。 

介護予防サービス計画の作成 

○ 本事業所の通所介護サービスが居宅サービ

ス計画に位置づけられた場合には、通所介護

サービスについて、料金やサービス内容につ

いてご説明し、同意いただけた場合には通所

介護サービスの提供について改めて契約を

締結します。 

○ 作成された居宅サービス計画に沿って、通

所介護計画を作成し、それに基づき、ご契 

  役者に通所介護サービスを提供します。 

○ 介護保険給付対象サービスについては、介

護保険の給付費額を除いた料金（自己負担

額）をお支払いいただきます。 
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・ ただし、ご契約者に緊急な医療上の必要性がある場合には、医療機関等にご契約者

の心身等の情報を提供します。 

・ サービス担当者会議など、契約者に係る他の介護予防支援事業者等との連携を図る

など正当な理由がある場合には、その情報が用いられる者の事前の同意を文書によ

り得た上で、契約者又はその家族等の個人情報を用いることができるものとしま

す。 

 

 

 

５．サービスの利用に関する留意事項 

（１）ご利用に際して 

○利用の際に所定の健康情報提供書が必要です。再利用時身体状況に変化があった場合に

は再度医師の健康情報提供書を提出していただきます。 

○所持品について 

介護保険証、介護保険負担割合証    初回及び変更・切り替えのあった場合 

薬効シート             （コピー可）                                           

連絡ファイル(当センターでご用意いたします。)   

常備薬                         利用時毎回 

おむつ(必要な方のみ) 

入浴時の着替え(肌着、衣類、靴下等必要な方のみ) 

 

○持ち物には必ず名前を記入して下さい。 

○高額のお金は持参しないで下さい。紛失・利用者同士の貸借は一切責任を負えません 

○保険証の変更や有効期限の切り替えなどの場合は新保険証を必ずご持参下さい。 

○利用始めには環境の違い等で若干体調や情緒が不安定になることも考えられます。 

○薬の変更があった場合、薬効シートは必ずご持参下さい。 

 

 

（２）施設・設備の使用上の注意（契約書第 11条参照） 

○施設、設備、敷地をその本来の用途に従って利用して下さい。 

○故意に、又はわずかな注意を払えば避けられたにもかかわらず、施設、設備を壊したり、

汚したりした場合には、ご契約者に自己負担により原状に復していただくか、又は相当

の代価をお支払いいただく場合があります。 

○当事業所の職員や他の利用者に対し、迷惑を及ぼすような宗教活動、政治活動、営利活

動を行うことはできません。 

 

（３）体調について 

○送迎時職員に健康状態を必ずお知らせ下さい。発熱や体調不良の場合利用をお断りする
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か、又は通常の運動サービスを中止する場合もあります。 

○職員は細心の注意を払って介助しますが予測し得ない事故が起こり得ることがありま

す。例えば転倒による骨折や状態に応じた食事を提供しているにもかかわらず誤嚥

する場合等。 

○体調により入浴できない時もあります。（発熱、血圧の高低など） 

その場合、可能な状態であれば衣類交換・清拭を行います。 

○飲酒が認められる場合には、こちらの判断により、入浴、運動サービス等を中止させて

頂く場合もあります。 

 

６．損害賠償について（契約書第 12条、第 13条参照） 

当事業所において、事業者の責任によりご契約者に生じた損害については、事業者は速

やかにその損害を賠償いたします。守秘義務に違反した場合も同様とします。 

ただし、その損害の発生について、契約者に故意又は過失が認められる場合には、契約

者の置かれた心身の状況を斟酌して相当と認められる時に限り、事業者の損害賠償額を減

じる場合があります。 

 

７．長期間のお休みについて 

○入院や他施設利用等で長期間休まれる場合は担当者にお知らせ下さい。疾病や長期休ま

れた後の利用再開時は健康情報提供書（必要に応じプログラム参加同意書）を再提出

して頂く場合がございます。 

○長期間休まれた後のご利用日は以前と曜日や送迎時間が異なる場合があります。 

○入院、入所、その他の事情により２ヶ月続けてお休みになりますと自動的に登録を解除

させて頂きます。利用再開時は再度の利用申し込みとなりますので、利用をお待ち頂

く場合がございます。 

○連絡のないまま利用中止されますと登録を解除させて頂くことになります。 

 

 

８．サービス利用をやめる場合（契約の終了について） 

契約の有効期間は、契約締結の日から契約者の要介護認定の有効期間満了日までですが、

契約期間満了の２日前までに契約者から契約終了の申し入れがない場合には、契約は更に

同じ条件で更新され、以後も同様となります。 

契約期間中は、以下のような事由がない限り、継続してサービスを利用することができ

ますが、仮にこのような事項に該当するに至った場合には、当事業所との契約は終了しま

す。（契約書第 15条参照） 
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①ご契約者が死亡した場合 

②要介護認定又は要支援認定によりご契約者の心身の状況が自立又は要支援と判定され

た場合 

③事業者が解散した場合、破産した場合又はやむを得ない事由により事業所を閉鎖した

場合 

④施設の滅失や重大な毀損により、ご契約者に対するサービスの提供が不可能になった

場合 

⑤当事業所が介護保険の指定を取り消された場合又は指定を辞退した場合 

⑥ご契約者から解約又は契約解除の申し出があった場合（詳細は以下をご参照下さい。） 

⑦事業者から契約解除を申し出た場合（詳細は以下をご参照下さい。） 

⑧入院、入所、その他の事情により 2か月続けてお休みになられた場合 

 

（１）ご契約者からの解約・契約解除の申し出（契約書第 16条、第 17条参照） 

 契約の有効期間であっても、ご契約者から利用契約を解約することができます。その

場合には、契約終了を希望する日の７日前(※最大 7 日)までに解約届出書をご提出くだ

さい。ただし、以下の場合には、即時に契約を解約・解除することができます。 

①介護保険給付対象外サービスの利用料金の変更に同意できない場合 

②ご契約者が入院された場合 

③ご契約者の「居宅サービス計画（ケアプラン）」が変更された場合 

④事業者もしくはサービス従事者が正当な理由なく本契約に定める通所介護サービス

を実施しない場合 

⑤事業者もしくはサービス従事者が守秘義務に違反した場合 

⑥事業者もしくはサービス従事者が故意又は過失によりご契約者の身体・財物・信用等

を傷つけ、又は著しい不信行為、その他本契約を継続しがたい重大な事情が認めら

れる場合 

⑦他の利用者がご契約者の身体・財物・信用等を傷つけた場合もしくは傷つける恐れが

ある場合において、事業者が適切な対応をとらない場合 

 

（２）事業者からの契約解除の申し出（契約書第 18条参照） 

以下の事項に該当する場合には、本契約を解除させていただくことがあります。 

①ご契約者が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこ

れを告げず、又は不実の告知を行い、その結果本契約を継続しがたい重大な事情を

生じさせた場合 

②ご契約者による、サービス利用料金の支払いが３か月以上（※最低 3か月）遅延し、

相当期間を定めた催告にもかかわらずこれが支払われない場合 

③ご契約者が、故意又は重大な過失により事業者又はサービス従事者もしくは他の利用

者等の生命・身体・財物・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為を行うことなどに

よって、本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合 
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（３）契約の終了に伴う援助（契約書第 15条参照） 

   契約が終了する場合には、事業者はご契約者の心身の状況、置かれている環境等を勘

案し、必要な援助を行うよう努めます 

９．その他 

○交通事情や利用者の増加等により送迎時間が多少異なることがあります。又、送迎車の

運転に関しては細心の注意をはらいますが、急ブレーキ等避けられない事故が起こる

可能性もあります。 

○利用者の代行業務は(買い物等)はできません。 

○受診や処置された場合料金がかかる場合もあります。 

○食べ物のアレルギー、特別食(例キザミ食)、車酔い等必ず事前に連絡して下さい。 

○デイサービスご利用中の喫煙、飲酒はご遠慮下さい。喫煙できる場所はございません。 

○必要以上の飲食物の持参はご遠慮下さい。また、職員あるいは他の利用者へのお心

遣いは、皆様が気持ち良くご利用していただくためにもご遠慮下さい。 

○施設の入浴利用時、石鹸、シャンプー等が肌に合わない方もおられます。合わない

ようであればご持参下さい。 

○天災地変等やむを得ない事情によりサービス提供ができない場合は当日午前 9時までに

電話連絡いたします。 

○年末、年始以外にもデイの都合によりデイサービスをお休みする場合があります。その

時は必ず 1ヶ月前に連絡し、希望があれば他の日に利用することは可能です。 


